
 

弊社社員による乗務中のスマートフォン操作について 

 

 2016 年 12 月 6 日、弊社社員が貸切バス乗務中に、スマートフォンを操作していたことが

判明しました。 

 旅行会社の添乗員様より、弊社の社員が乗務中にスマートフォンを操作しているのでは

ないかというご指摘を頂いたことから、指摘のあった当該社員からの事情聴取、及びドラ

イブレコーダーの運行記録の調査により、事実であることを確認しました。 

 弊社の社内規定では、乗務中はスマートフォン等の操作を禁止しているにも関わらず、

運転席付近にスマートフォンを固定したうえで、操作していたものです。バス事業を行う

弊社にとってあってはならないことであり、この様な事案を発生させましたことを深くお

詫び申し上げます。 

 また、本日、大阪運輸支局長より、弊社は厳重注意を受けました。弊社はこれを真摯に

受止め、今後は乗務中のスマートフォン等の操作禁止を徹底し、再発防止に努めて参りま

す。 

 

2016 年 12 月 8 日 
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